
陶業後継者育成修学資金の貸付制度

　
陶
業
後
継
者
の
育
成

を
目
的
に
、将
来
、信
楽

焼
お
よ
び
八
田
焼
の
関

連
事
業
所
で
5
年
以

上
勤
務
し
よ
う
と
す
る

方
に
修
学
資
金
を
貸
与
す
る
貸
与
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

　
貸
与
の
限
度
額
は（
月
額
）10
万
円
で
、無
利
子
の

貸
付
と
な
り
ま
す
。貸
与
を
受
け
た
修
学
資
金
は
卒

業
後
5
年
以
内
に
50
％（
家
業
を
就
く
方
は
70
％
）の

償
還
を
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

　
次
の
と
お
り
平
成
17
年
度
の
修
学
資
金
貸
与
学
生

を
募
集
し
ま
す
。 

募集人員 

貸 与 額  

貸与条件 

資金返還 

若干名 

募集期間 5月10日(火)までです。 

貸与期間 2年以内です。 

貸与を受けた修学資金は卒業後5年
以内に50％（家業を就く方は70％）
の償還をいただくこととなります。 

申請手続 

所定の申請書、在学証明書、修学に必
要な経費報告書、作文、面接等 
採否及び貸与額は修学資金貸与審査
会で決定します。 

修学終了後引き続き5年以上陶業関
連事業所に就業しようとする方で高
等学校卒業又は高等学校卒業と同等
の学力を有すると認められる方。 

月額10万円を限度として無利子で貸
与します。 

修学機関 デザインまたは窯業に関する技術、技
能などを養成する機関とします。 

商工観光課 165―0707
問い合わせ 

問
い
合
わ
せ
 

　
建
設
部
管
理
課
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道
路
、河
川
、公
園
等
の
公
共
用

財
産
の
う
ち「
赤
線（
里
道
）」「
青

線（
用
悪
水
路
）」、池
沼
等
の
固
有

財
産
で
、道
路
法
、河
川
法
な
ど
特

別
法
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
は「
法

定
外
公
共
物
」と
呼
ば
れ
ま
す
。 

　
こ
れ
ら
の
法
定
外
公
共
物
の
う
ち
、

現
に
公
共
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の

は
、市
町
村
へ
譲
与
さ
れ
、４
月
１

日
か
ら
は
市
町
村
が
財
産
管
理
を

行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

　
こ
れ
ま
で
、法
定
外
公
共
物
の
利

用
は
国
の
許
可
を
受
け
る
な
ど
の

手
続
き
が
必
要
で
し
た
が
、こ
れ
か

ら
は
、里
道
・
水
路
な
ど
を
合
わ
せ

た
地
域
づ
く
り
が
市
の
判
断
で
行

え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

　
境
界
確
定
な
ど
の
財
産
管
理
事

務
は
、各
市
町
村
の
窓
口
で
取
り
扱

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
譲
与
さ
れ

た
か
、ど
う
か
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

左
記
の
窓
口
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。） 

　
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、「
甲
賀
市
法

定
外
公
共
物
管
理
条
例
」が
施
行

さ
れ
ま
す
。法
定
外
公
共
物
を
使

用
す
る
場
合
、工
事
す
る
場
合
、払

い
下
げ
を
す
る
場
合
、所
有
地
と
の

境
界
を
確
定
し
た
い
場
合
等
は
、そ

れ
ぞ
れ
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

　
土
地
の
所
有
者
は
国
か
ら
市
に

な
り
ま
す
が
、里
道
や
水
路
の
日
常

的
な
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、今
ま

で
ど
お
り
地
元
自
治
会
な
ど
で
お

願
い
し
ま
す
。 

詳
し
く
は
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。 

 

法定外公共物（里道・水路など）について 
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